
奈

良

県

議

会

個

人

情

報

保

護

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

� 

 
 

令

和

七

年

三

月

二

十

七

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈

良

県

知

事 

山 

下 
 

真 
 

奈
良
県
条
例
第
七
十
一
号 

 
 
 

奈

良

県

議

会

個

人

情

報

保

護

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条
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県

議

会

個

人

情

報

保

護

条

例

)

令

和

五

年

三

月

奈

良

県

条

例

第

四

十

六

号

/

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

� 

第

二

条

第

十

項

中

5

以

下

7

を

5

第

十

二

条

第

五

項

に

お

い

て

7

に

;

5

第

二

条

第

八

項

7

を

5

第

二

条

第

九

項

7

に

改

め

る

� 

第

十

二

条

第

五

項

中

5

及

び

第

三

十

条

7

を

削

り

;

同

項

の

表

第

三

十

九

条

第

一

項

第

一

号

の

項

中

5

同

法

7

を

5

番

号

利

用

法

7

に

;

5

第

二

条

第

九

項

7

を

5

第

二

条

第

十

項

7

に

改

め

る
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第

十

六

条

中

5

１ 

前

二

項

7

を

5

３ 

前

二

項

7

に

改

め

る

� 

第

十

七

条

第

一

項

各

号

列

記

以

外

の

部

分

中

5

以

下

7

を

5

第

三

項

に

お

い

て

7

に

改

め

;

同

条

第

二

項

第

一

号

中

5

又

は

報

酬

;

7

を

5

若

し

く

は

報

酬

若

し

く

は

7

に

;

5

そ

の

他
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を

5

又

は
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に

改
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� 
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十

八

条
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5

２ 

議
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は
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項

第

五

号
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5

５ 

議
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項
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五

号
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十

九

条
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項

中

5

議

会

の

保

有

す

る

7

を

削

る

� 

第

四

十

四

条

中

5

３ 

前

条

7

を

5

２ 

前

条
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� 

第

五

十

四
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5

特
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下
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役

7

を

5

拘

禁

刑

7

に

改

め

る

� 

 
 
 

附 

則 

 

)

施

行

期

日

/ 

１ 

こ

の

条

例

は

;

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

�

た

だ

し

;

次

の

各

号

に

掲

げ

る

規

定

は

;

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

� 
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二

条

第

十

項

の

改

正

規

定

)

5

以

下

7

を

5

第

十

二

条

第

五

項

に

お

い

て

7

に

改

め

る

部

分

に

限

る

�

/

;

第

十

二

条

第

五

項

の

改

正

規

定

)

5

及

び

第

三

十

条

7

を

削

る

部

分

に

限

る

�

/

;

第

十

六

条

か

ら

第

十

九

条

ま

で

の

改

正

規

定

;

第

四

十

四

条
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改

正

規

定

及

び

第

五

十

四

条

の

改

正

規

定 

公

布

の

日 

 

二 

第

五

十

八

条

か
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第

六

十
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ま

で

の

改

正

規

定 

令

和

七

年

六
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一

日 

)

経

過

措

置

/ 



２ 
前

項

第

二

号

に

掲

げ

る

規

定

の

施

行

前

に

し

た

行

為

の

処

罰

に

つ

い

て

は

;

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

� 


		2025-03-22T09:26:33+0900
	Nara Prefecture




